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税関事後調査の再開について 
～感染抑制・社会経済活動の両立を受けて～ 

2022 年 8 月 

１．税関事後調査の動向：延期から活性化へ 

税関による輸入事後調査件数は、2019 年度以降、新型コロナウイルス感染症（以下コロナ）の影響により大きく減少し、2019

年度は約 82％、2020 年度は約 17％（いずれも対 2018 年度比）となっています。特に 2020 年春からの 2 年間は、税関の事

後調査はほとんど実施されていませんでした（例年の 20％以下）。 

 

 

輸入事後感染抑制と社会経済活動の両立の声を背景に、2022 年度（2022 年 7 月以降）に入り、この傾向が変化してきてい

るとの声が聞かれるようになりました。この 2 年間止まっていた税関の事後調査の動きが活性化することは、企業のビジネスにどのよう

な影響を与えるのでしょうか。 
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２．税関事後調査の活性化がビジネスに与える影響 

税関事後調査とは 

輸入事後調査においては、輸入貨物に係る納税申告が、取引実態や契約内容と相違なく適正に行われているかについて調査が

行われます。調査の結果、当初申告価格に不足がある場合には、修正申告を行うことになりますが、その際、不足分の関税・消費

税及びこれに対応する延滞税に加え、事後調査で指摘を受けた場合には、過少申告加算税（通常 10％）の支払い義務も生じ

ることになります。 

考慮すべき事項 1： 調査対象期間は 5 年が通常に 

関税に係る徴収権の消滅時効は以前（平成 23 年から）は 5 年でしたが、コロナ以前は 3 年程度の周期で事後調査が行われる

ことも多く、その場合の調査対象期間は自動的に 3 年（前回調査から今回調査前まで）となっていました。他方、コロナの影響に

より 2 年間、実質的にほぼ税関事後調査が止まっていたことを考慮すると、この 2 年間に事後調査を受けるはずだった企業にとって

は、2 年分、調査対象期間が長くなり、その分、申告漏れがあった場合のインパクトも大きくなります。 

→前回税関調査から 5 年以上経過している輸入者は、調査対象期間が最大になっている 

考慮すべき事項 2： 消費税増税 

コロナの影響により、税関の事後調査が行われなかった間に実施された政策のうち、考慮すべき事項の１つに消費税率の引上げが

あります。2019 年 10 月以降の輸入に係る消費税について、8％から 10％に引き上げられましたので、コロナ以前の事後調査で申

告漏れを指摘された場合と比べ、追加で納付すべき輸入消費税の額が 25％増加するとともに、追加納税額に応じて賦課される過

少申告加算税額のインパクトも連動して 25％増加することになります。 

→機械類など、関税無税品を輸入している企業も、消費税インパクトが 25％増加する 

考慮すべき事項 3：税関によるビックデータの活用 

税関は、輸入申告時情報等のビックデータや前回の調査結果なども含め、事前に分析した上で、事後調査の対象を選定しているケ

ースが多くあります。特に、事後調査で申告漏れが見つかる理由には一定の傾向が見られ、またこれは長年、ほとんど変わっていませ

ん。具体的に言えば、インボイス価格以外の別払金、無償提供、低価インボイスといった、発見しやすいエラーが、企業の方は日々の

業務に追われて発見できず、事後調査で税関に指摘されて、不足税額だけではなく、過少申告加算税も生じているケースが、20 年

以上も続いています。 

→税関にとって発見しやすい申告漏れも、日々の業務に追われる企業は発見できずに、事後調査まで放置されているケースが多い 

【日本の税関事後調査において主な申告漏れとして公表された事例】 

 

３．今、企業に求められる対応 

税関事後調査が活発化し始めている今般の状況を鑑み、輸入企業に、今、求められる対応として、事後調査を見据えた事前の準

備を行うことが推奨されます。 

① 事後調査の通知を受ける前の事前準備が理想 

税関から事後調査の通知が来る前に、日頃から、又は、定期的に、貿易関連帳簿・書類について不適正な申告がないか確認を行

うとともに、関係書類等を事前に整理し、適正申告を行なっている旨を法令に照らして説明ができるよう、税関事後調査に対応でき

る体制を整えておくことが理想的です。 
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② 事後調査の通知を受けた後でもコスト削減が可能 

税関から事後調査の通知を受けた後であっても、指摘を受ける前に自主的に修正申告をおこなった場合には、過少申告加算税額

が 5%に軽減（通常 10％）されます。通知を受けた場合でも、事後調査前に必要な準備を自主的に行うことで、コストの発生を低

減することが可能です。 

４．まとめ 

日頃から、税関が容易に発見できるエラーなど、申告漏れについて、自社で事前に気づく仕組み作りを行い、自主的な対応を行う準

備を始めることが理想的です。他方、前述のとおり、企業の皆様は日々の業務に追われ、一朝一夕にこのような仕組みや体制づくり

を行うのは容易ではありません（弊社ウェビナーでのアンケート結果によれば、自社の関税をマネジメントできている企業は３割程度で

す）。 

デロイト トーマツ税理士法人の間接税チームは、税関当局での事後調査経験を有するメンバーや、通関士、メーカー、フォワーダー出身

者など、多種多様な経歴を持つメンバーで構成されており、蓄積した知識・ノウハウおよび経験を活かし、関税コンプライアンス体制の

構築、事後調査通知を受けた後の対応、事後調査対応、事後調査後の対応など、幅広いサービスをご提供しております。 

詳細をお問合せの方は、info.idt-gta@tohmatsu.co.jp までご連絡ください。 

初回のご相談は無料です。まずは、お気軽にお話をお聞かせください。 
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お問い合わせ 

 

 

 

牧野 宏司／Koji Makino 

マネージングディレクター 

koji.makino@tohmatsu.co.jp 
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